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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
一
号 

九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

労
働

安
全
衛
生
規
則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら

吸
収

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す

 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又

は
皮
膚
か
ら
吸
収

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
物
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の 

 

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の

次

 



2 
 

一 

皮
膚
又
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
化
学
物
質

一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

労

働
安
全
衛
生
法
施
行
令

昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号

第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
物

に
規
定
す
る
石
綿
等

以
下
同

を
除

令
別
表
第
三
に
掲

げ
る

第
四
第
六
号
に
規
定
す
る
鉛
化
合
物
及
び
令
別
表
第
五
第
一
号
に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
以
外
の
物
に

限
る

で

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｚ

Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く

化
学
品
の

の
附
属
書
Ｂ
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
国
が
行
う
化
学
物
質
の
有
害
性
の
分
類
の

性
／
刺
激
性

眼
に
対
す
る
重
篤
な
損
傷
性
／
眼
刺
激
性
又
は
呼
吸
器
感
作
性
又
は
皮
膚
感
作
性
の
い
ず
れ
か
の
区
分
が

区
分
一
に
該
当
す
る
物

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
区
分
に
該
当
す
る
と
分
類
さ
れ

た
も
の 

ロ 

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

皮
膚
腐
食
性
／
刺
激
性

眼
に
対
す
る
重
篤
な
損
傷
性
／
眼
刺
激
性
又
は
呼
吸
器
感
作
性
又
は
皮
膚
感
作
性
の
い
ず
れ
か

の
区
分
が
区
分
一
に
該
当
す
る
旨
が
示
さ
れ
た
も
の 
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二 

皮
膚
か
ら
吸
収

又
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
化
学
物
質

一
・
三―

令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

を
除

令
別
表
第
三
に
掲
げ

る

に
規
定
す
る
鉛
化
合
物
及
び
令
別
表
第
五
第
一
号
に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
以
外
の
物
に
限

る

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の

第
一
号
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
一
重
量

以
上
で
あ

る
も
の
又
は
前
号
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
基
準
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る

 

  


